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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を被検体に送受波し、得られた超音波エコー信号に基づいて超音波画像を生成す
る超音波診断装置において、
　前記超音波診断装置が使用される使用場所に関する情報を入力する入力手段と、
　前記使用場所に応じて、選択可能な機能を決定する機能選択手段と、
　前記機能選択手段の決定に基づいて、選択可能な機能を表示する表示手段とを具備する
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記入力手段は、前記超音波診断装置から離れた位置にある信号発信手段から発信され
た信号に基づいて、前記超音波診断装置の使用場所に関する情報を得るものであることを
特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記使用場所に加えて前記超音波診断装置の使用者に関する情報を用いて前記選択可能
な機能が決定されることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記機能は、超音波送受信シーケンス、検査ナビゲーション用のプログラム、通信処理
プログラム、周辺機器のドライバ、計測診断用のプログラム、臨床プログラム、装置画質
条件にかかる設定パラメータ、検査ナビゲーション用のプロトコルの少なくとも１つを含
むものであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項記載の超音波診断装置。
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【請求項５】
　超音波を被検体に送受波し、得られた超音波エコー信号に基づいて超音波画像を生成す
る超音波診断装置において、
　前記超音波診断装置が使用される使用場所に関する情報を入力する入力手段と、
　前記使用場所に応じて、前記超音波診断装置で実行可能な選択可能な機能を決定する機
能選択手段と、
　前記決定された機能の中から少なくとも１つを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された機能を実行するためのプログラム又は設定情報を通信回
線を介して読み込む読込手段と、
　前記読込手段により読み込んだプログラム又は設定情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されたプログラム又は設定情報に基づいて、前記超音波診断装置を
制御して超音波画像を生成する処理手段とを具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　超音波を被検体に送受波し、得られた超音波エコー信号に基づいて超音波画像を生成す
る超音波診断装置において、
　前記超音波診断装置が使用される使用場所に関する情報を入力する入力手段と、
　前記使用場所に応じて選択された機能を実行するためのプログラム又は設定情報を通信
回線を介して読み込む読込手段と、
　前記読込手段により読み込んだプログラム又は設定情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されたプログラム又は設定情報に基づいて、前記超音波診断装置を
制御して超音波画像を生成する処理手段とを具備することを特徴とする超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波を用いて体内の臓器や血流の状態を描画し診断を行う超音波診断装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
超音波診断装置の基本検査方法は、Ｂモード２次元断層法、ＰＷまたはＣＷモードと呼ば
れるドプラ法、ＣＤＦＭモードと呼ばれ血流を映像化するカラードプラ法、組織の動きを
映像化する組織ドプラ法（ＴＤＩ）、組織を立体的に表示する３Ｄ法、立体的画像を動画
表示できる４Ｄ法が存在する。また、臨床アプリケーションとしてはストレスエコー法、
コントラストエコー法、心臓の心拍出量を計測するＡＣＭ法等が存在する。
【０００３】
また、近年では超音波診断装置自体の小型化が進み、病院内での移動や車両に搭載して屋
外の現場に搬送可能なもの、さらに携帯可能なものも登場しようとしている。これら携帯
性にすぐれた装置を利用した場合には従来装置に比べ格段に診断用途や範囲が広がる。例
えば緊急現場や術中、在宅医療など際して看護婦等が手軽に手持ちで運ぶことを可能にし
ている。さらに利用する対象者も従来の超音波医師や超音波技師だけでなく救急隊や看護
婦、さらには自宅での患者自身に広がる可能性がある。
【０００４】
ところが、これらの多種多様の用途に全て満たした機能を据え置き型の超音波診断装置に
実装することは非常に困難であり、ましてや可搬性のある小型の超音波診断装置で実現す
るには、重量上の問題やメモリ回路の容量上の問題等により限界がある。特に携帯型の超
音波診断装置を利用した場合には複数の部門、施設、場所に持ち運びができるが、それぞ
れの環境（データファイリング環境、周辺機器環境、電子カルテ環境、等）は異なる場合
が多いため最良な検査を実施できない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、様々な利用環境に応じて容易に機能変更を行い得る超音波診断装置及び
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超音波診断に関わる機能提供方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、超音波を被検体に送受波し、得られた超音波エコー信号に基づいて超音波画
像を生成する超音波診断装置において、前記超音波診断装置が使用される使用場所に関す
る情報を入力する入力手段と、前記使用場所に応じて、選択可能な機能を決定する機能選
択手段と、前記機能選択手段の決定に基づいて、選択可能な機能を表示する表示手段とを
具備することを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明による超音波診断装置を好ましい実施形態により説明する。
まず、本発明の前提条件として、表１に示すように、超音波診断で必要とされる機能が、
その装置の利用場所、利用環境、利用者に応じて様々に変化することがある。
【０００８】
【表１】
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【０００９】
図１は本発明の好ましい実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図である。先ず、エ
コーパルス系に関する説明をする。本装置は、パルス送信回路２から超音波プローブ１を
介して被検体内に超音波を照射し、被検体内組織や血流などで反射したエコーを同一のプ
ローブ１を介してパルス受信回路３で受信し復調する。その受信信号は前処理部４におい
て、遅延制御（整相加算）、フィルター等にかけられ、エコー信号として、エコー信号処
理制御部５に出力される。エコー信号処理制御部５は、前処理部４から入力したエコー信
号に対して、送受信演算処理、Ｂモード演算処理、Ｍモード演算処理、カラードプラ演算
処理、ＰＷドプラ演算処理、ＣＷ演算処理等の画像生成に関わる処理を実行する。ここで
生成された画像データは、スキャンコンバータ６で座標変換や補間処理が行われた後に、
ビデオインターフェース７に供給される。ビデオインターフェース７には超音波画像を表
示部（モニター）８に表示するためのビデオメモリーが実装されている。そのメモリに書
き込まれたデータに従ってモニター８に映像として表示される。また、ビデオインターフ
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ェース７には動画記録用のシネメモリーも実装されている。
【００１０】
上記エコー信号処理制御部５は、エコー信号に対して主に画像生成に関わる処理を行うた
めに設けられており、標準では、処理機能を持たないか、極わずかな機能のみを実装して
おり、外部から提供を受けた画像生成に関わるプログラムコードに従って動作し画像デー
タを生成する。この提供方法としては、例えば、フロッピーディスクやＰＣカード（メモ
リカード）９～１２等の記憶媒体を媒介して行う方法と、ネットワークを利用してダウン
ロードする方法とがあり、これらの方法のためにＰＣカードインタフェース１３及びネッ
トワークインタフェース１４とが当該装置には装備されている。もちろん、これらは方法
を併用することも可能である。この方法の詳細は後述する。
【００１１】
次に制御系に関して説明をする。本装置の制御系は、操作パネル１５、ＣＰＵ１６、リア
ルタイム制御プロセッサ１７、画像信号プロセッサ１８、画像信号アナライザ１９、及び
ＲＡＭ２０で構成される。パネル１５は、操作者の動作を電気信号に変換しＣＰＵ１６に
伝える。ＣＰＵ１６は主に、画面表示制御、キーオペレーション制御、内部プログラムイ
ベント処理、ＧＵＩ（グラフィックユーザインタフェース）処理、ネットワーク通信処理
、データ保存処理、レポート処理等を行う。
【００１２】
リアルタイム制御プロセッサ１７は、ＣＰＵ１６の制御以外で特にリアルタイム制御が必
要な部分の管理やファームウェア等をプログラマブルデバイスにダウンロードする。画像
信号プロセッサ１８は、ネットワーク経由でダウンロードしたアプリケーション等のプロ
グラムに基づいて、ソフトウェア的にエコー信号修理や画像処理等を行う。
【００１３】
これらの機能は、上述と同様にＰＣカードインタフェース１３やネットワークインタフェ
ース１４を介して提供されるプログラムコードに従って、従来ではハードウェア的に実現
していた機能を、ソフト的に実現する仕組みである。画像信号アナライザ１９は、臨床的
に必要なアプリケーション機能を実現する仕組みである。例えば組織ドプラー解析機能や
心拍出量自動算出処理・解析機能また基本解析であるカーブ解析（ＦＦＴ解析、血流速度
勾配解析、経時輝度変化解析）等を行う。ネットワークインタフェース１４は、無線また
は有線で接続された機器との情報交換を行うものである。ＲＡＭ２０は、ＣＰＵ１６、リ
アルタイム制御プロセッサ１７、画像信号プロセッサ１８、画像信号アナライザ１９で一
時保管用や作業用で活用されるためのメモリである。構成に応じてそれぞれに分割してメ
モリ空間を割り付けることや共有メモリとして割り当てることも可能である。また、ＲＡ
Ｍ２０は、ネットワーク経由で後述するＡＳＰから送られてきたプログラム、設定パラメ
ータ、プロトコル、ドライバ等を必要に応じて記憶及び削除できるように構成されている
。また、ＲＡＭ２０の補助記憶手段として、ハードディスクドライブのような磁気記憶装
置を用いてもよい。
【００１４】
上述した回路構成例によって、使用環境に応じて必要とされる機能を任意に変更すること
が可能となる。また、当該超音波診断装置が可搬性のある小型であるときには、移動先等
の通常の病室という使用環境とは異なる環境で使用することがあるが、その場合、当該使
用環境に応じて必要な機能だけをダウンロード等により適宜、装置内にインストールする
ことができる。つまり、軽量小型である装置の特徴として様々な場所、例えば病院内の異
なる部門や病室、手術室や病院外では他病院、救急現場、救急車内、戦場等が対象となり
、また、様々な利用者、例えば依頼科医師、検査医師、検査技師、看護婦、戦士、在宅で
の患者自身等も対象となりえる。これらの特徴は従来と比較できないほど利用範囲が広が
る。そこで、それぞれの場合に応じた最適な機能を実現することを行うことで全ての要求
を満たすことができる。以下に利用環境の一例と必要な機能を示す。
【００１５】
図２は、ネットワークを通じて必要な処理機能（アプリケーションプログラムコード）を
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ダウンロードする仕組みを説明する図である。ここでは据付型診断装置２１と携帯型診断
装置（ポータブル診断装置）２２で使用する例を表すものである。アプリケーションサー
ビスプロバイダ（ＡＳＰ）のサーバ２３のデータベース２４には事前にメーカ供給された
アプリケーションプログラムコードが多数登録されている。操作者は診断が必要になった
時、または事前に必要機能（アプリケーションプログラムコード）の提供をプロバイダに
対して要求する。その要求に応じてアプリケーションサーバー２３からプログラムコード
やデータ、マニュアル等がダウンロードされる。
【００１６】
ダウンロードする方法に関しては、基本的にサーバー２３との間にネットワークを構築す
る必要がある。据え置き型２１の場合、一般的にはイーサーネットを用いて有線２５で接
続される。一方、携帯型２２の場合、無線ＬＡＮ２６が適当である。また、ＬＡＮ接続が
不能な場合はＭＯ、ＣＤなどのメディアやＰＣカード、メモリーカード等で供給すること
も可能である。メディアやＰＣカード、メモリーカードはＡＳＰ２３から直接提供される
ものや、事前にＬＡＮ接続可能なＰＣ等の端末でアプリケーションサーバーからダウンロ
ードすることが可能である。
【００１７】
なお、ＡＳＰ２３は、ユーザログインのために、超音波診断装置から、超音波診断装置に
固有のＩＤ、超音波診断装置が利用される利用施設に固有のＩＤ、利用者ＩＤを入力する
。また、ＡＳＰ２３は、課金のために、超音波診断装置から、利用時間、利用機能の数、
利用期間を含む情報を入力し、このプログラムの利用状況を統計的情報として集計し、集
計した統計的情報に基づいて課金情報を計算し表示するとともに、ユーザに送信する。
【００１８】
このように記憶媒体やネットワークを介して必要な機能の提供を受ける代わりに、又はそ
れと併用して、図３に示すように、これら機能をユニット化して、装置本体に対して必要
なユニットを装着するようにしてもよい。従来の一体型診断装置と異なり、分離可能な処
理系部分をユニット２７～３５毎に分けて構成する。図３の例ではプローブユニット３４
、システムラック３５、送信ユニット３１、受信ユニット３０、２Ｄ超音波画像構成ユニ
ット２９、カラードップラーユニット２８、ネットワークユニット２７、モニターユニッ
ト３２、操作パネルユニット３３等で構成する。それぞれのユニット２７～３５の間は、
無線又は有線で接続される。基本的な接続形態としてはプローブユニット３４、モニター
ユニット３２、操作パネルユニット３３等は別々に存在しており、設置位置が頻繁に変更
される可能性が高いため無線接続が好ましいといえる。また、本体３５内の信号処理ユニ
ット２８～３１間は高速なデータ処理が必要なため有線接続、または光通信等を用いる。
【００１９】
図４は、分離構成型診断装置の回路構成例である。ここでは、エコー信号処理部をユニッ
ト３６～３９に分割する例を示している。装置本体３５はユニットインタフェース４０を
装備しており、ユニットインタフェース４０に対して任意の１又は２つのユニット３６～
３９を装着することで、必要な機能、ここでは画像生成機能を装置に与えることができる
。装着したユニット間接続に関するバスの規格等は特に規定しない。
【００２０】
図５は、ＰＣカード及びメモリーデバイスで機能拡張を図ることのできる小型、特に携帯
型の診断装置の例を示している。この装置は、表示部５２、操作部５３を装置したモバイ
ルシステム本体５０に対して専用又は汎用のプローブ５１を装着し、そして必要な機能を
ハード的に追加、変更する場合には、ＰＣカード（ＰＣＭＣＩＡ）４１～４５等のハード
デバイスを利用し、ソフト的な変更にはフロッピーディスク等のメモリーデバイス４６～
４８等を利用するものである。また、装置内部やＰＣカード内のＤＳＰやＦＰＧＡ等のプ
ログラマブルデバイス用のファームウェアをメモリーデバイス等で追加、変更することも
可能である。なお、ハードウェアの追加を目的とした携帯可能なデバイスであれば、ＰＣ
カード以外のデバイスでもよい。
【００２１】
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なお、超音波診断装置としては、様々な形態があり、そのいずれにも本発明が適用可能で
ある。図６には、スタンドアローン型の超音波診断装置を示している。装置本体１０１に
送受信ユニット１０２、連続波ドプラユニット１０３、サーバーユニット１０４、ネット
ワークインタフェースユニット１０５、パワーユニット１０６等の様々なユニットが着脱
可能になっている。また、図７には、ネットワーク型の超音波診断装置を示していて、超
音波送受信及び画像等表示を担当する別々の部屋に配置可能な複数の装置端末１１１，１
１２に対して、高速ネットワーク１１４を介して装置本体１１３及び共用コンソール１１
５が接続される。そして、装置端末１１１，１１２で収集した超音波エコー信号が高速ネ
ットワーク１１４を経由して送られてくると、装置本体１１３では装着されている連続波
ドプラユニット１０３等に応じた信号処理を実施し、その処理結果としての超音波画像デ
ータ等を高速ネットワーク１１４を経由して装置端末１１１，１１２に返送する。装置端
末１１１，１１２では、返送されてくる超音波画像データ等をディスプレイに表示する。
装置本体１１３には、送受信ユニット１１６，１１７、連続波ドプラユニット１１８、サ
ーバーユニット１１９、ネットワークインタフェースユニット１２０、パワーユニット１
２０等の様々なユニットが着脱可能になっている。さらに、図８には、送受信及び画像生
成の最小限の機能を装備した掌サイズの超小型の簡易型超診断装置５２として装置本体５
１から取り外して、そのまま使用可能なものもある。
【００２２】
図９は、本実施形態のソフトウェアアーキテクチャーに関する説明である。デバイス層は
本体に接続する機器、例えばプローブ、ＰＣカード、メモリーデバイス、キーボード、ト
ラックボール等の入力出力制御用である。オペレーションシステム（ＯＳ）層は装置自身
の制御を行う基本プログラム層である。この例ではＧＵＩや情報の入出力などを中心に処
理するための汎用的なＯＳとハードウェアのコントロール等の実時間管理が必要である処
理用にリアルタイムＯＳを用いている。ミドルウェア層はそれぞれの用途に応じたプログ
ラムルーチンであり、ライブラリーとして用いられる。上位階層でコーディングするソフ
トウェアとＯＳとを通信したりするＡＰＩや利用頻度の高い機能を集めた汎用ルーチン、
画像データや検査情報などを蓄えたり、検索するためのデータベース、装置の操作を自動
化したり、操作ナビゲーションを行うシーケンサー的な振る舞いを行うワークフローエン
ジンが存在する。
【００２３】
プラグイン層は、汎用的なミドルウェア層に対して応用ルーチンの拡張を行うためのもの
である。ここのソフトウェアは自由に追加、変更ができるようにプラグイン方式を利用す
る。例えば、マイクロソフト社で提供される技術であるＣＯＭ、Ａｃｔｉｖｅ　Ｘを代表
するコンポーネント通信によって実現することが可能である。アプリケーション層は実際
に操作者が操作する部分が中心であり、ＧＵＩ（グラフィカルユーザーインターフェース
）や診断画像の表示、検査情報や患者情報等の診断装置への情報の入出力を行う部分であ
る。
【００２４】
図１０に示すように、必要な機能を拡張するために、アプリケーションサーバー２３から
モバイルシステム５０に当該機能のプログラムコードを、移動中等でも無線機能を利用し
てダウンロード可能である。また、図１１に示すように、必要とする機能が複数のプロバ
イダにより提供されている場合には、同時に複数のアプリケーションサーバー２３－１，
２３－２，２３－３にアクセスすることが可能である。また使用する場所（施設等）によ
って利用するＡＳＰが決まる場合には施設情報等をキー情報として自動的にＡＳＰ切り替
えを行い、その場所に最適なプログラムをダウンロードすることができる。
【００２５】
ここで、ＡＳＰ２３は、入力した被検体の疾患に応じて、計測プログラム、臨床解析処理
プログラム、画像処理プログラム、通信処理プログラム、検査ナビゲーション用プロトコ
ルを選択し、配信する機能を備えており、例えば、被検体の疾患が循環器疾患の場合、計
測プログラムとして、循環器専用計測パケージソフトウェアを選択する。この循環器専用
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計測パケージソフトウェアには左心室室容積計測と心室駆出率計測機能との少なくとも一
方が含まれている。また被検体の疾患部位に応じた計測プログラムを選択し、配信する機
能を備えており、例えば、被検体が循環疾患の場合は前記臨床解析処理プログラムとして
循環器専用臨床解析処理パケージソフトウェアを選択する。この循環器専用臨床解析処理
パケージソフトウェアには組織ドプラ解析アプリケーションとＡＣＭ（心拍出量自動計測
）アプリケーションとの少なくとも一方が含まれる。また、被検体の疾患が循環器疾患の
場合、画像処理プログラムとして、循環器専用画像処理プログラムを選択する。また、被
検体の疾患が循環器疾患の場合、循環器専用通信処理プログラムを選択する。この循環器
専用通信処理プログラムは、動画通信プロトコル及び撮影条件を送信する機能を有する。
被検体が循環器疾患の場合は、検査ナビゲーション用プロトコルとして、スクリーニング
プロトコル、急性心筋梗塞重傷度判定プロトコル、冠動脈再還術後の確認プロトコルを含
む循環器専用プロトコルを選択する。検査ナビゲーション用プロトコルは事前に定義され
た診断手順に従って装置の動作を制御する機能と、検査進行状況に応じて装置の制御を変
える機能とを有している。
【００２６】
また、ＡＳＰ２３は、超音波診断装置から当該装置の使用環境に関する情報を入力し、こ
の入力した使用環境に応じて、計測プログラム、臨床解析処理プログラム、画像処理プロ
グラム、通信処理プログラム、検査ナビゲーション用プロトコルの少なくとも１つに関わ
るプログラムを選択し、選択したプログラムを超音波診断装置に送信する機能を備えてい
る。また、ＡＳＰ２３は、超音波診断装置から当該装置の使用環境に関する情報を入力し
、入力した使用環境に応じて、通信処理プログラム、ファイル保存プログラム、周辺機器
ドライバー、検査ナビゲーション用プロトコルの少なくとも１つに関わるプログラムを選
択する機能を備えている。なお、使用環境情報は、超音波診断装置の操作部からマニュア
ルで入力してもよいし、後述のように別途設けられた無線識別信号発信手段からの信号に
基づいて自動的に求めるようにしてもよい。さらに、ＡＳＰ２３は、超音波診断装置から
当該装置の使用環境に関する情報を入力し、入力した使用環境に応じて、印刷機器、保存
機器、通信機器等のデバイスドライバーを選択する機能を備えている。さらに、ＡＳＰ２
３は、超音波診断装置から当該装置の使用環境に関する情報を入力し、入力した使用環境
に応じて、検査ナビゲーション用プロトコルを選択し、選択したプロトコルを超音波診断
装置に送信する機能を装備している。なお、上記においては、疾患情報又は環境情報に基
づいて使用するプログラム、設定情報、プロトコルをＡＳＰ２３で決定する構成としたが
、超音波診断装置上で疾患情報又は環境情報に基づいて使用するプログラム、設定情報、
プロトコルを決定し、その決定したプログラム、設定情報、プロトコルをＡＳＰ２３から
読み込むようにしてもよい。超音波診断装置は、ＲＡＭ２０に記憶されていたプログラム
、プロトコル等を削除し、ＡＳＰ２３から送られてきた新しいプログラム、プロトコル等
を内部の記憶手段に記憶する。超音波診断装置は、このプログラム、プロトコル等に応じ
て、装置の画面上に表示される選択可能な機能項目を変更する。これにより疾患又は環境
に応じて超音波診断装置の画面上で選択できる機能の項目が、上記表１のに示したような
内容に適宜変更されるので、医師が機能の選択に手間取ることなく良好に検査を行うこと
ができる。また、超音波診断装置上の記憶手段に記憶されているプログラム等を適宜削除
して、必要なプログラム等に置き換える構成であるため装置の記憶容量が少なくてよく装
置構成を簡略にできる。
【００２７】
図１２は、アプリケーションサーバー２３との接続による基本的な手順を示したものであ
る。操作者は装置上の操作によりアプリケーションサーバー２３に接続要求をＩＤ情報と
共に発信する。ＡＳＰ２３では、当該ＩＤ等を照会して、そのログインを許可すると共に
、その使用者との間のライセンス契約により予め決定されている利用範囲を特定する。つ
まり、例えばレベル１でライセンス契約を締結している場合には、サーバー２３に用意さ
れている全ての機能プログラムをの提供を受けることが可能であり、またレベル２でライ
センス契約を締結している場合には、サーバー２３に用意されている機能プログラムの中
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の一部の機能のみ提供を受けるように制限される。
【００２８】
このログイン手順は装置電源を投入した時点で自動的に行われても良い。次に機能追加や
変更を行うためにサーバー側に登録されている機能メニュー情報をダウンロードする。そ
して、操作者は必要な機能を選択する。この手順は事前情報、例えば施設情報、患者情報
、疾患情報、検査予約情報等の情報をキーとして自動的にメニューに選択することも可能
である。次に選択した機能のダウンロードを行った後、検査を開始することが可能となる
。
【００２９】
尚、この一連の手順（コンフィグレーション）は実際に操作する人が必ずしも行わなけれ
ばならないわけではない。図１３には一例として、検査だけを行う技師や医師とサーバと
のやり取りを別の人が担当することができる。また、コンフィグレーションを遠隔地から
リモート操作で行うことが可能である。また、図１４に示すように、患者情報や検査情報
を入力すると、それをキーとしてＨＩＳ（病院情報システム）やＲＩＳ（放射線部門情報
管理システム）等の情報が検索され、その結果として当該患者に関する過去の検査履歴が
存在する場合、サーバ２３と接続して、その検査時に利用した機能に関するソフトウェア
・ファームウェアがサーバ２３から自動的にダウンロードされ、検査開始準備が整う。一
方、当該患者に関する過去の検査履歴が存在しない場合には、メニュー選択により必要機
能のソフトウェア・ファームウェアを指定すると、そのソフトウェア・ファームウェアが
サーバ２３からダウンロードされる。
【００３０】
図１５には、外部のＨＩＳ／ＲＩＳ６１、ＰＡＣＳ６２、検査情報管理センター６３、そ
してＡＳＰ６４各々に対する本超音波診断装置６０の情報の授受を示している。ＨＩＳ／
ＲＩＳ６１との間では送受信要求、検査情報及びオーダー情報等が、またＰＡＣＳ６２と
の間では送受信要求や画像データ等が、また検査情報管理センター６３との間では制御情
報、音声情報、ビデオ情報及び画像データが、そしてＡＳＰ６４との間では、上述したよ
うに、送受信要求、ソフトウェア（プログラムコード）、ファームウェア、ワークフロー
プロトコル（検査手順）等の情報がやり取りされる。
【００３１】
図１６は本発明のビジネスモデルを説明したものであり、患者１０５に対して検査（３）
を行う院内医師及び技師１０１、救急時に救急患者１０５に対して院内医師及び技師１０
１から検査指示（９）を受けて実際に現場で検査（１１）を行う救急救命隊１０４、また
院内医師及び技師１０１から検査指示（１５）を受けて患者１０５に検査（１４）を行う
外部のサテライト病院（ＨＰ）１０６、さらに例えば自宅において院内医師及び技師１０
１から検査指示（２０）を受けて自身で検査（３）を行う患者１０５は、ＡＳＰ提供者１
０２から必要な機能の提供（２）、（１０）、（１３）、（２１）を受け、その機能の利
用料のカウント情報（４）、（１２）、（１６）、（２２）をＡＳＰ提供者１０２に送信
する。
ＡＳＰ提供者１０２は、そのカウント情報を集計して、病院経理１０７に利用料の請求（
６）を送信する。これに従い、病院経理１０７から、ＡＳＰ提供者１０２に当該利用料（
７）がまとめて支払われる。この利用料の全て又は一部は、機能登録（１）の提供元であ
る診断装置製造メーカ１０３に報酬（８）として支払われる。また、病院経理１０７から
その病院とは別経理形態にあるサテライト病院（ＨＰ）１０６に対して機能利用料請求（
１８）が行わ、その利用料の代理回収（１９）が行われる。さらに、患者１０５から病院
経理１０７及びサテライト病院１０６に対して検査料支払い（５）、（１７）が行わる。
このように機能の使用料の回収及び分配システムを構築することで、その機能の提供を促
し、それにより機能の拡充を図ることができる。
【００３２】
図１７，図１８は、検査を行う施設の送受信環境が異なった場合に、その環境に応じて送
信フォーマットを変える具体例を説明した図であり、周知のとおり、ＡＣＲ－ＮＥＭＡに
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より「医用におけるディジタル画像と通信」に関する規格が標準化されており、この標準
規格に則してシステム構築を行ったＤＩＣＯＭ環境下にある施設５１だけでなく、その標
準規格に非対応のＮＯＮ－ＤＩＣＯＭ環境下にある施設又は利用者５２，５３，５４，５
５が存在し、ＡＳＰ２３はＤＩＣＯＭ環境下にある施設５１に対してＤＩＣＯＭフォーマ
ットでプログラムを提供し、また、ＮＯＮ－ＤＩＣＯＭ環境下にある施設５２，５３，５
４，５５に対してはそれぞれの環境に専用のフォーマットで提供することができるように
なっている。
【００３３】
図１９はＡＳＰサーバ２３と診断装置６０との間で通信される情報の具体例について示し
ており、診断装置６０からＡＳＰ２３に対しては（上り）、使用施設情報（１）、使用者
情報（２）、ＡＳＰ指定情報（３）、使用診断装置情報（４）、対象患者・検査情報（５
）、使用機能情報（６）、使用状況情報（７）、システム情報（８）、そしてトラブル情
報（９）等が発信される。逆に、ＡＳＰ２３から診断装置６０に対しては（下り）、利用
ＡＳＰ情報（１）、機能提供状況（２）、提供機能情報（３）、機能提供元情報（４）、
機能説明情報（５）、利用料金情報（６）、利用契約情報（７）等が発信される。
【００３４】
また、ＡＳＰは、診断装置の使用状況を把握し、その状況に対して適切な機能（アプリケ
ーション）を自動選択し、その選択した機能を提供することができる。まず、ＡＳＰサー
バ２３へログインするためには、施設又は使用者に関する識別コードＩＤが必要であり、
このＩＤの発信方法としては、キーボードからのキー入力、バーコード入力、ＩＤカード
入力、ＩＣカード入力等のマニュアルによる有線入力方式が基本的であるが、その他に、
ブルートゥースやＧＰＳ等の無線方式、ＩｒＤａ規格等の赤外線無線方式であってもよい
。
【００３５】
無線方式であれば、屋内であれば、図２０に示すように、必要な病室等に無線に必要な設
備６１～６４を配置しており、各設備６１～６４のＩＤ情報をＩＤ管理サーバ６５からＡ
ＳＰに送信することで、ＡＳＰ２３は装置の使用状況、例えば救急処置室６１、オペ室６
２、超音波検査室６３、入院棟６４を把握することができる。
【００３６】
また、屋外の場合には、図２１に示すように、ＡＳＰ２３は、診断装置からのＧＰＳ情報
（グローバルな位置情報）によりその診断装置の使用状況を把握することができる。携帯
型や小型の可搬性のある診断装置にはＧＰＳ信号を受信するのに必要な構成を実装させ、
ＧＰＳ衛星より発信されている位置情報を取得し、現に存在している場所を特定し、その
位置情報をＡＳＰ２３に送信する。ＡＳＰ２３では、診断装置の現在の位置情報に従って
、その位置の状況（救急車両、戦場、船や飛行機内、個人宅）を認識し、その状況で使用
するのに最適な機能（アプリケーション）を選択し、診断装置にＧＰＳを用いて配送する
。ただし、ＧＰＳの場合は、ダウンロードのみ（一方方向通信しか対応していない）のた
め、各場所に存在している診断装置からＡＳＰ２３への情報発信はインターネット等のネ
ットワークを利用することが好適である。移動中等では、携帯電話等の無線通信ネットワ
ークを利用することも可能である。なお、屋外での利用が想定される状況の主なものとし
ては、緊急車両等の車両に搭載している又は使用者が携帯している第１のケースと、戦場
での救護施設で使用する第２のケースと、船上や飛行機等の一般の移動物体内に装置が装
備されている第３のケースがある。これらのケースで留意すべきは次の通りである。第１
のケースでは、移動位置情報及び車両ＩＤを入力することで、ＡＳＰ２３は診断装置の現
在の利用状況を特定でき、例えば緊急用途に最適な検査プログラム、検査情報通信プロト
コル、遠隔指示、検査結果等が送受信可能である。また、第２のケースでは、診断装置か
ら情報送信が不可能な場合には、ＧＰＳから複数発信されているアプリケーションを装置
側で選択的にダウンロードすることで機能増強が可能である。第３のケースでは、移動中
に国境等の診療方針や報酬等が変更される場合には、それぞれの国に適したアプリケーシ
ョンが配送される。１つのＡＰＳでカバーするアリアは、地域毎（国別）で異なることが
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想定され、その場合、ＧＰＳから位置情報およびリージョンコードを発信することで地域
毎にまたがるＡＳＰを利用できる。
【００３７】
以上のように、本発明は、診断装置の基本機能を自由に変更、追加することができる。変
更できる機能はハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを問わず可能であり、また
機能を具備するために必要な付帯情報も入力することが可能である。これらの機能を提供
する仕組みとしてＡＳＰ（Application Server Provider ）を用いたビジネスモデルを発
明し、診断装置とは独立した場所から診断装置で必要な時や利用する状況（疾患、動作環
境、操作者等）に応じて基本機能、応用機能、検査サポート機能等のアプリケーションプ
ログラム等のデータをダウンロードすることを具備している。また、ＡＳＰを利用しない
方法としてＰＣカードやメモリーデバイスを用いることも可能である。
【００３８】
これによって多種多様用途に対応すべき機能を全て実装するのではなく、状況に応じて必
要な機能だけを実装できるため、小型回路化、省メモリ化が可能である。また、予め施設
ごとにＡＳＰ等に登録しているアプリケーション機能をダウンロードすることで携帯診断
装置の利便性が向上する。さらに、検査サポート機能の１つであるワークフローナビゲー
ション機能と併用することにより、状況に合わせたプロトコルをローディングすることで
キー操作等を用途に合わせて自動的、ミニマイズ化でき、救急隊や看護婦等の装置操作に
不慣れな人でも操作ミスを防止し適確な検査を実施できる。
【００３９】
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形して実施することが可能である。さらに、上記実施形態には種々の段
階が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発
明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除
されてもよい。
【００４０】
【発明の効果】
本発明によれば、超音波診断装置の機能を、ハードウェア又はソフトウェア的に任意に変
更することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態による超音波診断装置の構成図。
【図２】本実施形態において、ネットワーク又は無線ＬＡＮを介して機能プログラムをダ
ウンロードする様子を示す図。
【図３】本実施形態において、機能変更をユニットの着脱による例を示す図。
【図４】図３の装置構成例を示す図。
【図５】本実施形態において、携帯型超音波診断装置の機能変更例を示す図。
【図６】本実施形態において、スタンドアローン型超音波診断装置を示す図。
【図７】本実施形態において、ネットワーク型超音波診断装置を示す図。
【図８】本実施形態において、簡易型超音波診断装置を示す図。
【図９】本実施形態のソフトウェアアーキテクチャを示す図。
【図１０】本実施形態において、移動中にアプリケーションサーバーからモバイルシステ
ムに機能プログラムをダウンロードする様子を示す図。
【図１１】本実施形態において、必要とする機能が複数のプロバイダにより提供されてい
る場合の同時に複数のアプリケーションサーバーにアクセスする様子を示す図。
【図１２】本実施形態において、アプリケーションサーバーとの接続による基本的な手順
を示ス図。
【図１３】本実施形態において、検査だけを行う技師や医師とサーバとのやり取りを別の
人が担当する様子を示す図。
【図１４】本実施形態において、過去に使った機能プログラムを自動的に提供するための
手順を示す図。
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【図１５】本実施形態において、外部のＨＩＳ／ＲＩＳ、ＰＡＣＳ、検査情報管理センタ
ー、ＡＳＰ各々に対する本超音波診断装置の情報の授受を示す図。
【図１６】本実施形態において、機能充実を促進するためのビジネスモデルのシステム図
。
【図１７】本実施形態において、各施設の送受信環境に応じて送信フォーマットを変える
例を示す図。
【図１８】本実施形態において、各施設の送受信環境に応じて送信フォーマットを変える
例を示す図。
【図１９】本実施形態において、診断装置とＡＳＰとの間で通信される情報を示す図。
【図２０】本実施形態において、病院内での装置の使用状況をＡＳＰが把握できる仕組み
を示す図。
【図２１】本実施形態において、屋外での装置の使用状況をＡＳＰが把握できる仕組みを
示す図。
【符号の説明】
１…超音波プローブ、
２…パルス送信回路、
３…パルス受信回路、
４…前処理部、
５…エコー信号処理制御部、
６…スキャンコンバータ、
７…ビデオインターフェース、
８…表示部、
９～１２…ＰＣカード（メモリカード）、
１３…ＰＣカードインタフェース、
１４…ネットワークインタフェース、
１５…操作パネル、
１６…ＣＰＵ、
１７…リアルタイム制御プロセッサ、
１８…画像信号プロセッサ、
１９…画像信号アナライザ、
２０…ＲＡＭ。
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